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平成 29 年 7 月 24 日 

各 位 
                  会社名 

代表者名 代表取締役社長 社長執行役員  伊藤  秀 

（コード番号 7846 東証 第１部） 

問合せ先 内部統制室長                山口 一男 
（TEL. 03-3538-3700 ） 

 

 

「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ 
  
   当社は、平成 29 年 7 月 24 日開催の取締役会において、「内部統制基本方針」の一部改定を決議

いたしましたので、添付のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

以 上 
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      内部統制基本方針          

 

 
１. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 
(1) 当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、当社の定める「コンプライアンス基本規

定」及び「パイロットグループ行動規範」に従い、高い倫理観をもって、コンプライアンス

の推進に取組みます。 
(2) 当社は、本内部統制基本方針に従い、内部統制部門及び総務部が連携してコンプライアン

スの状況を監査します。 
(3) 当社は、コンプライアンス上の問題を早期に発見するため、当社の定める「社内通報制度」

を適切に運用します。また、「コンプライアンス基本規定」に基づき、通報者のプライバシー

に配慮する等、通報者が通報を理由に不利益が生じないように徹底し、その旨を従業員に周

知徹底します。 
(4) 内部統制部門は、これらの活動を定期的に経営執行会議、取締役会及び監査役会に報告し

ます。 
(5) 総務部は、コンプライアンスへの取組みを横断的に統括し、関係部門と連携して社員教育

を行います。 
 

２. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
(1) 当社は、「情報リスク管理細則」及び付帯する関連マニュアルに従い、取締役、執行役員

及びその他の使用人の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体(以下、「文書等」とい

います。) に記録し、保存します。 
(2) 取締役、執行役員及びその他の使用人は、「情報リスク管理細則」や関連する「文書取扱

いマニュアル」等により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。 
 

３. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 
(1) 当社は、「経営リスク管理規定」並びに付帯する規定、細則及びマニュアルに従い、同規

定に定義される経営リスク(コンプライアンス、環境、災害、品質、株式の買い占め、情報セ

キュリティー等を含むがこれらに限りません。) 等の経営上の重要事項に係るリスクに対応

します。また、必要に応じて、関連する細則やマニュアル等の社内ルールを作成・改定・配

布し、社員教育を実施します。 
(2) 経営リスク管理責任者は、総務部担当執行役員とします。 
(3) 組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は、経営リスク管理責任者の指示に従い、

総務部が行います。 
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４. 取締役、執行役員及びその他の使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための

体制 
(1) 取締役会は、取締役、執行役員及びその他の使用人が共有する全社的な目標を定めます。 
(2) 取締役会及び経営執行会議は、これらの進捗状況を定期的に評価し、改善の促進を内容と

した、全社的な業務の効率化が実現できるシステムを構築します。 
(3) 取締役は、当社の定める「取締役会規則」に従い、コーポレート・ガバナンスに関する役

割、責務を十分に果たし得るような体制を整えます。 
 (4) 当社は、経営の監督と執行を分離するために執行役員制度を採用し、迅速な業務執行を図

ります。また、執行役員は、当社の定める「執行役員規定」に従い、取締役会及び代表取締

役社長から業務執行の統括権限を委任された社長執行役員の指示・命令のもと誠実・忠実か

つ効率的な業務執行を行います。 
 
５. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社及び子会社の事業に関して責任を負う当社の取締役又は執行役員に、当社が定める

「コンプライアンス基本規定」、「パイロットグループ行動規範」及び「経営リスク管理規定」

に基づきコンプライアンス体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えます。 
(2) 当社は、当社の定める「パイロットグループ会社管理規定」に従い、子会社の業務執行に

係る重要事項を当社取締役会決議による事前承認事項として定めるとともに、月次の決算報

告、市況報告及び四半期の財務報告等、職務執行に係る子会社の取締役から当社への報告を

義務付けます。また、子会社にとって緊急の処理を要する場合には、取締役会の事後承認を

得ることも定めます。 
(3) 子会社は、損失の危険の管理に関する規定その他の体制は、当社が定める「経営リスク管

理規定」を参考に構築し、各子会社が現地法令及び在外子会社を取り巻く環境に配慮して経

営リスクに対処します。また、子会社に損失の危険が生じた際は、「パイロットグループ会社

管理規定」に従い、子会社からの報告を義務付けます。当社は、子会社から報告を受けたリ

スクに応じて関係部門で当該リスクの発生の可能性及び影響度を分析し、経営に重大な影響

を及ぼすリスクを識別し、重点的に対策を講じるべきか判断します。 
(4) 当社は、子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制とし

て、当社の経営理念、経営の基本方針及び経営計画等をグループで共有化した上で、各子会

社は目標を定めます。当社の取締役会及び経営執行会議は、これらの進捗状況を定期的に評

価し、改善の促進を内容とした、全社的な効率化が実現できるシステムを構築します。「パイ

ロットグループ会社管理規定」において子会社の義務を定め、当該規定を踏まえて構築した

コーポレート・ガバナンスに基づく経営を推進します。また、子会社の歴史及び経営風土等

を考慮し、パイロットグループの企業価値を向上させるための健全かつ積極的な事業活動の

範囲において経営の独自性を尊重するよう努めます。 
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(5) 当社は、子会社の取締役等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制として、グループ全体に適用される「パイロットグループ会社管理規定」、「コンプライア

ンス基本規定」及び「パイロットグループ行動規範」において、法令の遵守はもとより重要

な社内規則等の趣旨を理解し、コンプライアンスに基づく経営を遂行することを定めます。 
 当社は、これらの規定に従い、これらを子会社に周知するよう努めます。内部統制部門は、

本内部統制基本方針に従い、関係部門と連携して、子会社の内部統制の実効性を高めるため

に必要な指導・支援を行います。「パイロットグループ会社管理規定」において、子会社は当

社による内部監査の実施に協力することを定めます。また、海外の子会社については、当該

国の法令や慣習の違い等を勘案しながら、適切な方法により体制の整備に努めます。 
 
６. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、監査役の職務を補助すべ

き使用人の、取締役及び執行役員等からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保

に関する体制 
(1) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社の定める「監査役会規則」

及び「監査役監査基準」に従い、当該使用人の配置の必要性について、監査役会との協議を

行い、同意を得た上で取締役会において決定します。 
 (2) 当該使用人は、取締役及び執行役員等からその職務の内容に関する指揮命令を受けません。 
 
７．取締役、執行役員及びその他の使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制 
(1) 取締役、執行役員及びその他の使用人は、監査役に対して、法定の事項、当社及び子会社

に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスの状況等の内容を、速

やかに報告します。また、監査役は必要に応じて、取締役、執行役員及びその他の使用人に

対して報告を求めることができます。 
(2) 子会社の取締役、執行役員及びその他の使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、

当社の監査役に対して、子会社に重大な影響を及ぼす事項を報告します。また、監査役は必

要に応じて、子会社の取締役等に対して報告を求めることができます。 
(3) 当社は報告書が報告したことを理由に「解雇」「降格」「配置転換」「差別」等の不利益が

生じないようにします。 
(4) 監査役の職務の執行において生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の

執行について生じる費用又は債務処理は、「監査役会規則」に基づき監査方針を決定し生じる

監査費用等を予算化します。その処理は経理部門において確認し、速やかに当該費用または

債務を処理します。 
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８．監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
(1) 当社は、監査役会と代表取締役をはじめとする取締役との間で、必要に応じて意見交換会

を設定します。 
 (2) 当社は、社外監査役への必要な情報提供とその独立性に配慮します。 
 
９. 財務報告の適正性を確保するための体制の整備 

当社は、当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、当社の定める「パイロット

グループ会社経理規定」に従い、金融商品取引法及びその他関係法令等が求める財務報告の

適正性を確保するための体制を整備します。 
 
１０. 反社会的勢力の排除に向けた体制の整備 
   当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの反社会的勢力とも関わり

を持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応します。 
 
１１. 内部統制基本方針の見直し 

当社は、必要に応じて、本内部統制基本方針を見直すものとします。 
 

以 上 
                                   
                                   

【改定履歴】 
平成 18 年 5 月 26 日制定 
平成 20 年 5 月 26 日改定 
平成 27 年 4 月 27 日改定 
平成 29 年 7 月 24 日改定 


